
 

 

 佐世保市立柚木小学校 いじめ防止基本方針   

【教育目標及び目指す子ども像】 

教育目標「ふるさとを愛し、夢をもって励む、心豊かでたくましい児童の育成」 

・豊かな心をもつ子ども（徳）・のびのびと学び合う子ども（知）・鍛え合うたくましい子ども（体） 

 

【ＰＴＡとの連携】 

懇談等，様々な機会を利用

して、児童のがんばりや長

所、心配なことなどをこま

めに保護者に連絡したりし

て、日ごろから保護者との

信頼関係を築く。 

 【いじめ対策委員会】 

校長、教頭、生活指導

主任、養護教諭、担任

等 

（必要に応じて） 

スクールカウンセラ

ー、心の教室相談員等 

 【教育委員会】 

○学校教育課○青少年教育センター 

【関係機関】 

○子ども子育て応援センター 

○子ども・女性・障害者支援センター 

○警察 

○民生児童委員・主任児童委員 

 

＜いじめの定義といじめに対する本校の基本認識＞ 

 

 

 

 

上記の考え方のもと，本校ではすべての職員が「いじめは，どこの学校・どこの学級でも起こ

りうるものであり，いじめ問題に全く無関係ですむ児童はいない。」，また「いじめは，人権侵

害である。」という基本認識にたち，全校の児童が「いじめのない明るく楽しい学校生活」を送

ることができるように，「いじめ防止基本方針」を策定した。 

  いじめ防止のための基本姿勢として，以下の５つのポイントをあげる。  

  ①いじめを許さない，見過ごさない雰囲気づくりに努める。 

  ②児童一人一人の自己有用感を高め，自尊感情を育む教育活動を推進する。 

  ③児童・教職員の人権感覚を高め，児童と児童，児童と教職員をはじめとする校内における

温かな人間関係を築く。 

  ④いじめの早期発見のために，様々な手段を講じる。 

  ⑤いじめの早期解決のために，該当児童の安全を保証するとともに，学校内だけでなく保護

者・地域・各種団体や専門家と協力をして，解決にあたる。 

【いじめの防止】 

（１）保護者や地域との連携 

（２）道徳教育の充実 

（３）生徒指導の充実 

（４）特別活動等の充実 

（５）児童理解等，校内研修の充実 

いじめを生まない生き生きとした学校づくりに向け、校内の指導体制の確立、家庭･地域社会と

の連携強化、いじめの問題を自分たちの問題と捉えられる子どもの自己指導能力の育成を図る。 

「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童

等と一定の人間関係のある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為（インタ

ーネットを通じて行われるものを含む。）であって、当該行為の対象となった児童等が心身の

苦痛を感じているものをいう。（いじめ防止対策推進法 第２条） 



 

 

【早期発見】 

日頃から児童の見守りや信頼関係の構築等に努め、児童が示す変化や危険信号を見逃さないよう

アンテナを高く保つ。あわせて、児童生徒理解支援システムの効果的な活用を図るとともに、定期

的なアンケート調査や教育相談の実施等により、児童がいじめを訴えやすい体制を整え、いじめの

実態把握に取り組む。 

ア．教職員による観察や情報交換 

児童のささいな変化に気づいた場合、教職員がいつでも情報を共有するよう努める。また、「児

童生徒理解支援システム」を効果的に活用する。 

イ．定期的なアンケート調査や個人面談等の実施  

児童の生活実態について、定期的なアンケート調査や個別面談、生活ノートやｉ-check（心の

状況調査）の活用等、きめ細かな把握に努める。アンケート後、担任が面談した内容について

は支援システムに記録し、教育相談で共有する。アンケートは面談期間終了後、担当がすべて

回収し、校長室書庫にて１年間保管。 

ウ．教育相談体制の整備 

校内に児童や保護者等の悩みを積極的に受け止めることができる教育相談体制を整備する。ま

た、その充実に向け、市教育委員会と連携して、スクールカウンセラーやスクールソーシャル

ワーカーなど、学校内外の専門家の活用を図る。 

エ．相談機関等の周知 

学校以外の相談窓口について、周知や広報を継続して行う。 

 

【いじめに対する措置】 

（１） 的確な情報収集 

（２） 基本的な緊急対応 

（３） 調査による実態把握 

（４） 解決に向けた指導・援助 

（５） 継続指導・経過観察 

（６） 再発防止 

（７） 教育委員会への報告 

ア  いかなる場合も真摯に受け止め、関係する友達や保護者からの情報収集等を通じて、事実

関係の把握を迅速かつ正確に行い、関係者全員でその解決に取り組む。 

イ いじめられている側の保護者の心情を、教職員は同じ立場に立って受け止める。そして、い

じめの問題を自らの課題として捉え、全教職員が緊密な情報交換や共通理解を図り、一致協力

して事象に対応していることを保護者に伝え、信頼の回復に努める。 

ウ 保護者には、随時入手した正確な情報や指導状況を伝え、学校の対応について理解してもら

うとともに、学校に対しての安心感をもってもらうよう配慮する。 

 

 

 

 



 

 

○年間計画 

４月 学校基本方針の確認 ・アンケートの実施 

・児童による人権集会の

企画、運営 

・必要に応じた「いじめ

対策委員会」の開催と

対応 

※教育相談は毎月第

１・３金曜日に行う。 

５月 ｉ-check（心の状況調査）の実施 

６月 
いのちを見つめる強調月間，教育週間（学校公開），学校支援会議（学校基

本方針の説明），アンケート→教育相談・個別面談 

７月 保護者との個別面談 

８月 小中合同研修会（生徒指導） 

９月 アンケート→教育相談・個別面談 

１０月  

１１月  

１２月 人権集会，アンケート→教育相談・個別面談，学校支援会議② 

１月  

２月  

３月  

○組織的な対応イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②いじめの情報 

①いじめの予防 

○校内体制の確立 

○「いじめ対策ハンドブック」、「いじめのない学校・学級づくり実践資料集」、別

添＜参考資料＞の活用、事例研究等による教職員の対応力の向上 

○人権意識と生命尊重の態度の育成 

○「特別の教科 道徳」を要とした教育活動全体を通じて行う道徳教育の充実 

○児童会活動を通した自己指導能力の育成 

○児童の「規範意識」「おもいやり」の育成 

○家庭・地域社会、関係機関との連携強化（六者懇談会、学校支援会議） 

③情報を集める 

○教職員、児童、保護者、地域住民、その他から「いじめ対策委員会」に情報を

集める。 

④指導・支援体制を組む 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○いじめ防止のための校内体制と関係機関との連携 

 

                                            

 

 

 

         

 

  

 

 

 

 

 

 
 

家庭地域 

○家庭訪問 

○地域行事に参加 

ＰＴＡ（育友会） 

○連携・啓発 

情報共有 

協 力 

支 援 

学校          

こころの通じ合う教職員集団 

 

○校内体制の充実 

○情報収集と共有 

○児童生徒理解支援シス

テムの活用 

○実践的な研修の実施 

スクールカウンセラー 

心の教室相談員 

スクールソーシャルワーカー 

スクールカウンセラー 

相談窓口 
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協力・支援 

○主任児童委員 

○民生児童委員 

関係機関 

○子ども子育て応援セ

ンター 

○子ども女性障害者支

援センター 

○警察 など 

命と人権を大切にする集団づくり 

○「いじめ対策委員会」で指導・支援を組む（学

級担任、養護教諭、生徒指導担当教員、管理職な

どで役割を分担） 

関係機関 連 携 

⑤Ａ 児童への指導・支援 

⑤Ｂ 保護者と連携する 

○いじめられた児童にとって信頼できる人と

連携し、寄り添い支える体制を作る。 

○いじめた児童には、いじめは人格を傷つける

行為であることを理解させ、自らの行為の責任

を自覚させるとともに、不満やストレスがあっ

てもいじめに向かわせない力を育む。 

○いじめを見ていた児童に対しても、自分の問

題として捉えさせるとともに、いじめを止める

ことができなくても、誰かに知らせる勇気を持

つように伝える。 

○つながりのある教職員を

中心に、即日、関係児童（加

害、被害とも）の家庭訪問

等を行い、事実関係を伝え

るとともに、今後の学校と

の連携方法について話し合

う。 

○随時、指導・支援体制に修

正を加え、「組織」でより適切

に対応する。 

○常に状況把握に努める。 


